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ゴミ集積所の利用方法 

１）ゴミを指定日以外に出す方がいます、指定日以外に出し

ても収集車は回収致しません。 ゴミを捨てる際は、家庭ゴ

ミ分別一覧表にて収集日を確認し、間違いのないようお願い

いたします。 

 

*自治会のゴミ出しは、佐倉市の廃棄物対策課が作成した家庭ゴミ分

別一覧表のルールに従って出しています。  

皆様のご協力をお願いいたします。         
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